
借家、木造アパート、借間、社宅、母子寮、一時収容施設公営住宅
公団住宅、公社住宅、親兄弟の家に同居、親兄弟の家を借りている、
自宅、　その他（　　）で、建築してから約（　　年）経過しています。

〔注〕

1 間

1 畳 半 間
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

17

あなたのお住まいについて、当てはまる項目の□をぬりつぶし
住宅等状況申告書

〔例■〕、（　）内にあてはまる数字等を記入してください。

現在の住宅
（○で囲む）

1

（　　　　　階）
現在住んでいる
住宅の間取図

居間　　　畳　×　　　室

　　　　　　畳　×　　　室

□　浴室がないため銭湯等にいってます。

□　現在住んでいる住宅に寝たきりの病人等がいます。（氏名　　　　　　　　　　時期　　年　　月から）

□　現在住んでいる家族に障害者がいます。（障害の程度　　　級）

□　他に部屋がないため、夫婦と子供が一室で就寝しています。（　　　歳、　　　歳、　　　歳）

□　他に部屋がないため、異性の兄弟が一室で就寝しています。（　　　歳、　　　歳、　　　歳）

（流しを含まない）

・親兄弟と一緒に住
んでいる人は全部
の間取りを書いてく
ださい。

　　　　　　畳　×　　　室

リビング　　　　　　　　畳

食事室・台所　　　　　畳

（流しを含まない）

別記様式１

　　します。
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□　住んでいる建物の廊下が狭く、階段が急だったりして、火事や地震のときには危険な状態です。

□　窓側に近接して建物があり、日照時間が著しく少ない。又、採光も少なく、曇天等の時は、昼間

　　も電灯を点けることが多いです。

□　窓側に隣接して建物があり、一日中照及び採光がなく、部屋が暗いので昼間でも電灯を必要と

□　家賃は共益費を除いて　月額（　　　　　　　円）です。　　

□　建物の老朽化により、床、壁、天井等が著しく損傷又は汚損しています。

□　建物の老朽化により、外壁の剥離、剥落、亀裂等の損傷がある又は金属部が腐食しています。

□　工場に隣接又は近接した所に住んでいて、その工場の騒音、振動、煤煙、悪臭がひどい。　

□　住んでいる建物の一部に燃料や火薬などの危険物を取り扱っている店や倉庫があります。

16

□　地盤沈下又は土台の腐食等により建物が傾き、倒壊の恐れがあります。　

2

□　昭和31年４月１日以前生まれ、又は18歳未満の者だけで居住しています。

□　台所が共用です。

□　便所が共用です。

台所　　　　　畳
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資産等の調査　　※入居を予定している世帯員が所有するすべてについて記入して下さい。

金額

円

円

援助金

その他

※扶養義務者又は縁故者からの援助がある場合は記入して下さい。

※その他資産がある場合は記入して下さい。

円

円

S・H　　年　　月

S・H　　年　　月

有・無

有・無

契約開始日 満期返戻金
の有無

掛金額
（月額） 契約保険会社名及び所在地

生命
保険

加入保険者名

種類

普・当・定

普・当・定

金額

円

円

種類

普・当・定

普・当・定

動産
※高額（30万円を超えるもの）な貴金属や有価証券等について記入して下さい。

預貯金
現金

金融機関名 名義 金融機関名 名義

不動産

区分 種類 面積所在地

土地・家屋

土地・家屋

土地・家屋

利用内容

別記様式１

□　下記の理由により（　　年　　月　　日）から家賃を供託しています。

□　下記の理由により（　　年　　月　　日）までに立退くよう要求されています。

□　裁判所での判決・調亭・和解などで現在の住宅を（　　年　　月　　日）まで立退かなければなりま

　　せん。

□　バス路線等で交通量の多い道路に面した所に住んでいて、自動車の騒音がひどい。　

□　電車や列車の騒音や振動又は飛行機の騒音がひどい。

□　飛行機の騒音がひどい。

　　　　　○その他の理由（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

申告欄（上の１～２２以外のことで、住宅に困っていることがあったら書いてください）

　　　　　○建替又は老朽化による取壊し　　○住宅の売却　　○母子寮等の入居資格喪失

　　　　　○社宅の入居資格喪失　○契約条項による賃貸借の解除
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理由

　　　該当する事項にレ印をして下さい。その他の理由の場合は、理由を記入して下さい。

□　ガード下や鉄道線路に面した所に住んでいます。

□　住んでいる建物に併設又は隣接して、午後１０時を過ぎても営業しているバー、スナック、カラオ

　　ケ、飲食店があり、騒音がひどい。

□　公共事業のため（　　年　　月　　日）まで立退かなければなりません。

　　家主との契約は（　　年　　月　　日）までです。
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